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 京都市児童療育センター 「なないろ」利用契約 重要事項説明書  
 
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉
法第 76 条に基づき、当施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいこ
とを説明するものです。 
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１．事業者 

名 称 社会福祉法人 京都老人福祉協会 

所在地 
京都市伏見区深草大亀谷東古御香町５９番地６０番地 

電話番号 
０７５－６４１－６６２５ 

代表者氏名 理事長 馬場 協一郎 

設立年月 昭和 32 年 7 月 1 日 

  

２．事業所の概要 

事業所の種類 児童発達支援事業 

平成２５年４月１日指定 京都市 ２６５０９００１０９  号 

事業の目的 児童発達支援の適正な運営を確保する為に必要な人員及び運営管理

に関する事項を定め、円滑な運営管理を図る。利用児童と保護者の意

思及び人格を尊重し、適切な児童発達支援の提供を確保することを目

的とします。 

事業所の名称 京都市児童療育センター「なないろ」 

事業所の所在地 京都市伏見区深草西浦町六丁目６５ 

電話番号 ０７５－６４６－１１５６ 

管理者氏名  宮尾 映一郎 

事業所の運営方

針について 

個々の児童の心身の発達状態を踏まえて、日常生活における動作の習

得や、環境への適応を支援し、指導及び訓練を行なう。 

事業の実施に当たっては、地域の各福祉関係機関や教育機関とも連携

をとって総合的な児童発達支援の提供に努める。 

開設年月 平成２５年４月２２日 

  

３．通常の事業実施地域 

京都市の全域 
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４．営業時間と利用定員 

営業日・時間 

月曜日から土曜日   

（ただし、国⺠の祝⽇及び１２⽉２９⽇から１⽉３⽇までを除く） 

基本時間 ８時３０分〜１７時３０分 

サービス 

提供時間 

通常 午前９時３０分〜午前１１時１0 分 

   午後１時００分〜午後 ４時４０分   
＊個別の事情により変更となる場合があります。 

利用定員 １０人／日 

 

５．職員の体制 

※職員の配置は、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 常勤兼務 非常勤 

１． 管理者   １名   
２． 児童発達支援管理責任者 1 名    
３. 保育士・児童指導員 4 名    2 名  3 名 

４. 機能訓練担当職員     2 名 

    

６．当事業所の施設設備の概要 

 当事業所の施設設備の概要は以下のとおりです。 

  療育室（指導訓練室）        ３室 

  多目的室（指導訓練室）       ２室 

  相談室               ２室 
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７．当事業所が提供する児童発達支援と利用料金 

（１） 提供する児童発達支援は次のとおりとなります。 

  

① 児童発達支援計画(個別支援計画書)の作成 

② 日常生活の支援 

③ 集団生活適応訓練 

④ 社会的活動の支援 

⑤ 健康管理 

⑥ 関係機関との連携 

⑦ 相談支援活動 

 

（２）利用料金 

児童発達支援の利用に対しては、通常、利用料金の９割が児童通所給付費の給付対象となりま
す。事業者が児童通所給付費を代理受領する場合には、契約者は、利用者負担金とし 

て利用料金の１割を事業者にお支払いいただきます。なお事業者が契約者に代わり市町村か
ら受領した児童通所給付費の額については、契約者に通知します。 

 

利用料金（１日あたり） 

  利用料金 利用者負担金 

サービス利用料金 

（利用定員が 10 名以下） 
885 単位（基本単位） 

×10.60 円   左記金額の１割(上限額まで) 

その他加算 加算については別紙で説明 

☆   事業者が代理受領を行わない場合は、表中の利用料金が利用者負担額となります。この場合、契約者にサ
ービス提供明細書を交付しますので、領収証を添えてお住まいの市町村に申請すると、児童通所給付費が
支給されます。 

 

 【利用者負担額の月額上限について】 

 １ヶ月あたりの利用者負担額については、利用者が属する世帯の収入・資産に応じて月額上
限額が設定され、それを超えて負担する必要はありません。 

 【利用料金の無償化について】 

 ３歳から５歳までの児童（満３歳になって初めての４月１日から入学まで）は利用料負
担が無料となります。 
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（３）その他の料金 

  児童発達支援の提供に要する下記の費用は、児童通所給付費支給の対象ではありませんの
で、実費をいただきます。 

①  おやつ：５０円/１食 

②  創作活動にかかる材料費などの実費 １００円/月 

③   行事参加料（交通費等） 

④   その他必要な費用 

  
（４）利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法（契約書第５条参照） 

前記（２）及び（３）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、ご利用
翌月 26 日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間の児童発
達支援に関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。） 

ア.金融機関口座からの自動引き落とし 

イ.下記指定口座への振り込み 

     京都銀行   墨染支店   普通預金 427527 

     名義       社会福祉法人京都老人福祉協会  

ウ.コンビニからの振り込み 

 

（５）利用の中止、変更、追加 

① 利用予定日の前に、利用を中止又は変更することができます。この場合には利用予定日
の午前９時までに事業者に申し出てください。 

②   利用予定日の２営業日以前から利用日当日になって、急な体調不良等やむを得ない理由で、
利用の中止の申し出をされた場合、一月に４回まで欠席時対応加算（９４単位）が算定
されます。 

③    利用予定日までに連絡が無く欠席された場合は、取消料として利用料の利用者負担相当
額をお支払いいただく場合があります。 

④   利用の変更・追加は、その日の利用状況により利用者が希望する日及び時間に児童発達支
援の提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示する
等の必要な調整をいたします。 

⑤     年度の切り替え等、法改正等により児童発達支援事業の利用方法について変更がある場
合は、原則としてその２か月前までにご説明します。 

 

（６）実費負担額の変更 

  実費負担額を変更する場合は、原則としてその２か月前までにご説明します。 
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 ８．児童発達支援の利用に関する留意事項 

（１）児童発達支援の内容の変更 

利用当日に、利用者の体調不良等の理由で予定されていた児童発達支援の実施ができな
い場合には、契約者の同意を得て、児童発達支援内容の変更を行います。その場合、事業者
は、変更した児童発達支援の内容と時間に応じた利用料金を請求します。 

また、利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病であることを、医師が診断した
場合には児童発達支援はご利用出来ません。 

（２）受給者証の確認（契約書第 3 条参照） 

「利用者負担に関する事項」、「支給量」及び「住所」など「受給者証」の記載内容の
変更があった場合はできるだけ速やかに本事業所従事者にお知らせください。また、本事
業所従事者より「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますよう
お願いします。 

    

９．児童発達支援実施の記録について 

（１）児童発達支援実施記録の確認 

本事業所では、児童発達支援の提供ごとに、実施日時及び実施した児童発達支援内容な
どを記録し、利用者及び契約者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご
意見があればいつでもお申し出ください。なお、児童発達支援計画(個別支援計画書)及び
児童発達支援の提供ごとの記録は、提供日より５年間保存します。 

（２）利用者の記録や情報の管理、開示について 

本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者又は
契約者の求めに応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用
は、利用者の負担となります。） 

 

10．損害賠償保険への加入 

本事業者は、万が一の事故発生時には、誠意をもって必要な措置を講じるとともに、損害
賠償義務の履行を確保するため、損害賠償保険に加入しています。 

11．守秘義務について 

本事業所および職員は、児童発達支援を提供するにあたり知り得た利用者や家族等の秘密
について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。 
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12．苦情の受付について 

（１）本事業所における苦情の受付及び利用等のご相談（お客様相談係） 

本事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口  関 杏子   電話 075-646-1156 

○苦情解決責任者  宮尾 映一郎 電話 075-646-1156 

○受付時間 ⽉曜⽇〜⼟曜⽇  ８：３０〜１７：３０ 

（２）第三者機関・行政機関の苦情受付 

第三者委員 

 

 

井上 幸夫 （施設利用者家族会 元会⻑） 

電話番号 075-601-5390 

 

高橋  猛 （地元代表・藤城 学区⾃治連合会⻑） 

電話番号 090-4641-0777 

田村 充子
あつこ

 （地元代表・醍醐学区社会福祉協議会役員） 
電話番号 075-571-4181 

 

行政担当窓口 

京都市子ども若者はぐくみ局  

子ども若者未来部 子ども家庭支援課  

所在地 中京区烏丸通御池下る⻁屋町 566-1 

井門明治安田生命ビル 2 階 

電話番号 075-746-7625 

受付時間 午前 9：00〜午後 5：00 

 

京都市児童福祉センター発達相談課 

所在地  上京区竹屋町通千本東入主税町 910-25 

電話番号 075-801-9182 

受付時間 午前 9：00〜午後 5：00 

 

京都市第二児童福祉センター発達相談部門 

所在地  伏見区深草加賀屋敷町 24 番地の 26 

電話番号 075-612-2727 

受付時間 午前 9:00〜午後 5:00 
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 13．事故発生時の対応について 

（1）障害児に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに府、
市町、当該障害児の家族に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

（2）サービスの提供に伴って当事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事
故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。 

（3）当事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入する。 

 

14. 虐待の防止、身体拘束等の禁止についての措置 

本事業所では、利用者に対する人権擁護、虐待の防止、身体拘束等の禁止等に対応
するため、次の措置を講じる。 

（１） 虐待の防止に関する責任者の選定を行う。 

【虐待防止責任者】宮尾 映一郎 

（2） 苦情解決体制を整備する。 

（3） 虐待を防止するため、身体拘束の適正化を図るための委員会の設置及び、 
その検討結果について従業者に周知徹底を行う。 

(4)   虐待の防止、身体拘束等の禁止を啓発・普及するための研修の実施する。 

(5)  身体拘束等の禁止に関する指針を整備する。   
 

 

15.第三者評価受講の有無 

 本事業所は受講しておりません。 

 

16.その他 

  
 
 

 

 

 

手数料 

 ・児童発達支援提供記録等の複写代 10 円/1 枚  
 ・証明書諸書類の発行代 100 円/1 枚  
 ・特別なサービスの提供とこれに伴う費用  
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   年   月   日 

  
児童発達支援の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

  
事業者名 社会福祉法人 京都老人福祉協会  

事業所名 京都市児童療育センター 「なないろ」 

 

管理者氏名        宮尾 映一郎                   印  

 

説明者氏名                                 印  

  
 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、その内容に同意の上、本書面を
受領しました。 

  
利用者（児童）住所                                         
 

利用者（児童）氏名                                         
  
契約者住所                                             
 

契約者氏名                                 印           
      （続柄         ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


